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日本中世・近世における検地と村請に関する
総合的研究 
 
           渡 辺 尚 志 
 
０．は じ め に 
 本稿は、科学研究費基盤研究(B)（一般）
（2014～2017 年度、課題番号 26284094、研
究代表者・渡辺尚志）「日本中世・近世にお
ける検地と村請に関する総合的研究」の研究
成果報告書を、本研究の主要な成果である
「検地・村請関係文書データベース」ととも
に公開するものである。 
 
１．研究開始当初の背景 
 日本中世・近世における検地や村請の問題
は、中世と近世との時代区分の指標として重
視され、戦後歴史学の中心的課題の 1 つとし
て研究が進められてきた。その画期となった
のが、安良城盛昭氏の「太閤検地の歴史的前
提」（同著『日本封建社会成立史論 上』岩
波書店、所収）である。豊臣政権による太閤
検地が、中世奴隷制社会から近世封建制社会
への転換を可能にしたと捉えた安良城氏の
太閤検地論は、以後の中世史・近世史研究の
方向を大きく規定した。 
 その後、1980 年代後半になると、中世・
近世移行期村落論（「自力の村」論）が大き
な成果をあげるとともに、戦国大名研究およ
び近世初期の大名研究が進展した。そのなか
で、戦国大名・織田政権の検地と太閤検地と
の方法面での共通性が示された。本研究の開
始当初は、こうした視角から、各地において
事例研究が積み重ねられている状況であっ
た。 
 しかし、当時は、戦国期から近世前期にか
けての検地に関する史料情報が学界におい
て充分共有されていなかった。戦国期につい
ては、『戦国遺文』などの史料集や自治体史
に、また近世前期についても各地の自治体史
類に関係史料の翻刻が載せられていたが、そ
れらには地域的な偏りがあり、さらに検地帳
は 1 冊の分量が膨大な場合が多いため、自治
体史の史料編には掲載されないことも少な
くなかった。そのため、全国規模で検地に関
する史料を網羅的に把握することが困難な
状況であった。 
 同様のことは、村請に関する研究にも当て
はまる。安良城理論以降、村請は、太閤検地
による村切りによって形成された村を単位
とした、近世以降に成立する年貢納入方法で
あると理解されてきた。しかし、1980 年代
以降、近世の村請は戦国大名領国下の年貢納
入方法を継承したものだと捉えられるよう
になった。しかし、その具体的な内実につい
ては、研究開始当初は村請や年貢納入に関す
る史料が充分に発掘・蒐集されていなかった
ため、なお未解明な点が多いという状況であ
った。 
 

２．研究の目的 
 以上に述べたような、本研究開始当初の研
究状況に鑑みて、本研究では、検地・村請に
関する史料情報を全国にわたって網羅的に
蒐集することを最大の目的にした。 
検地については、検地帳や名寄帳を中心に、

検地の施行に関わるもの、検地後の村内の状
況を示すもの、村内の土地所有状況がわかる
ものなどの史料情報を蒐集した。また、村請
に関しては、年貢割付状や年貢皆済目録を中
心に、年貢納入方法や村内での年貢負担状況
がわかる史料などを対象として情報蒐集し
た。 
 そして、蒐集した史料情報を「検地・村請
関係文書データベース」として広く一般公開
することで、当該分野の研究の進展に寄与す
るとともに、蒐集した史料をもとに、検地の
方法や年貢納入方法に関する基礎的検討を
行ない、その成果を論文・図書などのかたち
で発表することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 本研究において採用した方法は、以下の 3
点である。 
 第 1 は、戦国期から近世前期にかけての検
地帳・名寄帳・年貢割付状・年貢皆済目録を
はじめ、村内の土地所有状況や年貢納入方法
等に関する文書を、東北から九州にわたって
網羅的に蒐集することである。これらの情報
を自治体史の史料編や各種史料集から抽出
するとともに、未刊行史料については、東京
大学史料編纂所・国文学研究資料館などの資
料保存利用機関を訪問して情報を蒐集した。
また、未刊行史料については、可能な限り、
原本の写真撮影や写真版の入手に努めた。 
 第 2 は、蒐集した史料をもとに、検地・村
請に関する文書データベースを構築するこ
とである。従来も、宮川満『改訂 太閤検地
論 第Ⅲ部』（第一書房）などにおいて、太
閤検地帳の情報蒐集・公開は部分的に試みら
れてきたが、戦国期から近世前期にかけての
網羅的な史料情報蒐集とその公開は行なわ
れていなかった。そこで、本研究では、蒐集
した情報をデータベースとして一般公開す
ることに力を注いだ。 
 第 3 に、史料情報蒐集およびデータベース
作成作業を通じて、各地における検地・村請
の具体的方法を解明することに努めた。各地
域を担当するメンバーが、それぞれ蒐集した
史料を検討し、そこで得られた知見を科研メ
ンバー会議において相互に比較検討するこ
とにより、検地・村請の方法の全国的共通性
や地域ごとの特質を明確化することに努め
た。  
 
４．研究成果 
(1)本研究では、各研究メンバーがそれぞれ
担当地域を決めて、自身の担当地域において、
戦国期から近世前期の検地と村請に関する
史料の網羅的蒐集に当たった。各メンバーの



担当地域は、以下の通りである。 
渡辺尚志・・・東北地方・新潟県 
長谷川裕子・・九州地方・滋賀県・福井県 
黒田基樹・・・関東地方 
平山 優・・・山梨県・長野県・岐阜県 
柴 裕之・・・静岡県・愛知県・三重県 
木越隆三・・・富山県・石川県・福井県 
平井上総・・・四国地方・和歌山県 
川戸貴史・・・中国地方・兵庫県 
メンバー全員・・・京都府・大阪府・奈良県 
 
(2)各メンバーが行なった作業は多岐にわた
るが、その 1 例として、研究分担者長谷川裕
子の調査成果を次に示す。 
福井県に関しては、『福井県史』編纂のた

めの古文書悉皆調査において、県内の検地帳
の多くがすでに撮影され、その写真帳が福井
県文書館に所蔵されている。そのため、福井
県文書館の写真帳から検地帳情報を蒐集す
る作業を行なった。また、『福井県史』以外
の自治体史には、すでに失われてしまった検
地帳あるいは『福井県史』未調査の検地帳が
若干みられることから、それらについては自
治体史からデータを蒐集した。その他、福井
県文書館・福井市郷土歴史博物館で所蔵・保
管している検地や村請に関する文書につい
ても調査・撮影を行なった。 
滋賀県に関しては、戦前に刊行された諸郡

志以来、県史レベルでのまとまった自治体史
が作成されておらず、市町村史についても史
料編が作成されていない自治体史がほとん
どであることから、検地帳の蒐集に関しては
検地帳を所蔵している機関や寺社、個人宅へ
赴き、調査・撮影を実施した。調査先は、長
浜市立長浜城歴史博物館・小谷城戦国歴史資
料館・滋賀県立図書館などである。さらに、
東京大学史料編纂所においても、所蔵されて
いる写真帳・謄写本から検地帳情報の蒐集作
業を行なった。 
九州地方では、まず福岡県に関しては、福

岡県立図書館において、同館に所蔵されてい
る検地帳の調査・複写を行なった。また、九
州歴史資料館は、『福岡県史』編纂史料（古
文書やマイクロフィルム）を所蔵しているた
め、同館においても検地帳および村請関係史
料の調査・撮影を行なった。 
大分県に関しては、多くの検地帳原本およ

びマイクロフィルムを所有している先哲史
料館において、検地帳原本の調査・撮影を行
なった。さらに、併設されている大分県立図
書館にも若干の検地帳が所蔵されているた
め、そちらにおいても調査・撮影を行なった。 
熊本県に関しては、『新熊本市史』編纂に

おいて撮影された熊本市域の検地帳の写真
帳を閲覧・複写した。また、熊本県について
は、現存している検地帳のほとんどは、現在、
熊本県立図書館に所蔵されていることから、
同館において調査を実施した。検地帳につい
ては目録が作成されているため、その目録を
複写し検地帳情報を蒐集した。熊本県立図書

館では、検地帳の撮影作業を行なっているが、
検地帳の総数が厖大であるため、その中でも
特に古い検地帳について、写真データの複製
を依頼し入手した。 
 
(3)以上に 1 例を示したようなかたちで、各
メンバーが蒐集した史料情報は、本研究のた
めに独自に作成したフォーマットを用いて
コンピュータ入力した。この入力作業は平成
30年 3月末においてすべて終了した。この成
果は、「検地・村請関係文書データベース」
として一橋大学機関リポジトリにおいて一
般公開すべく、平成 30 年 4 月に一橋大学に
申請した。 
 このデータベースには、史料情報として、
1.作成年代、2.国名、3.郡名、4.村名、5.地
域名称、6.村高、7.文書名（表題）、8.文書
群名、9.所蔵機関、10.史料が掲載された刊
本、などの項目を中心に、適宜それ以外の情
報も記載した。収録史料の年代は、1501(文
亀 1)年から 1681(延宝 9)年までとした。 
 
(4)研究代表者・渡辺尚志は、本研究によっ
て、中世・近世移行期の村落について、以下
のような知見を確立することができた。 
 村は、中世・近世移行期において、全国的
に政治・社会体制の基礎単位として、領主か
らも地域社会からも認知されるようになっ
た。村請の主体、自治・自力の組織として公
認されていったのである。そして、村の内部
で小経営（小百姓）がしだいに力を強め「家」
を形成していくにつれて、村は小経営の維
持・発展を支える共同体としての性格を強め
た。これが、近世村の基本的性格である。ま
た、こうした村が先行して成立し、そのもと
で小経営の安定性が高まっていったという
事情が、小経営の百姓家族に「家」という固
有の形態をとらしめた一因である。村と村人
が、ともに「家」を必要としたのである。 
 ただし、村は小経営のみで構成されたので
はなく、そこには独自の立場と利害を有する
中間層（上層百姓）も存在した。中世・近世
移行期の中間層たる「土豪」は、中世・近世
移行期において、村人たちの生活と生産を支
える主導的役割を果たしたが、小経営の安定
化にともなって、しだいに村に包摂・規定さ
れる存在となっていく。土豪は、いまだ小経
営と村に規定される度合いが相対的に弱い
存在だが、17 世紀後半前後に小経営と村の規
定性がより強まった段階以降の中間層は、土
豪との対比で「豪農」と呼びうる。 
 すなわち、中世・近世移行期は、①村が社
会体制の基礎単位として全社会的に認知さ
れていった時期、②小経営の安定化が進んだ
時期、③後の時期と比較しての小経営の相対
的不安定性に照応して、村において中間層
（土豪）の果たす機能と役割が相対的に大き
かった時期、だといえる。 
 16 世紀の飢饉・災害・戦乱の時代を経て、
17 世紀後半前後になると、百姓たちは生産力



発展の果実を確実に我がものとすることが
可能になった。そのため、小経営の安定化が
進み、小百姓の「家」が広範に成立した。そ
の結果、村の中間層は小経営の動向により深
く規定されるようになり、土豪から豪農へと
性格転換していった。 
 したがって、近世は、①村が社会体制の基
礎単位であった時期、②小百姓の「家」が広
範に成立し、小百姓が村に依拠して生活・生
産の維持・向上を目指した時期、③豪農が村
に規定されつつ、村・地域で固有の役割を果
たした時期、だといえる。 
 このように、中世・近世移行期から続く近
世という時期は、「「家」と村に立脚した社会」
「小経営・村・中間層を基礎に置く社会」と
して固有の時代的特質をもつといえるので
ある。 
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